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Ⅰ　令和３年度７月補正予算総括表【産業労働局関係】

（一般会計）

　　  内  訳

 科  目

国庫
支出金

県  債 その他

7,889,419 0 7,889,419 － － － －

(項)労政費 4,742,690 － 4,742,690 － － － －

(項)職業訓練費 2,537,974 － 2,537,974 － － － －

(項)雇用対策費 339,930 － 339,930 － － － －

(項)労働委員会
費 268,825 － 268,825 － － － －

280,149,478 93,746,040 373,895,518 87,755,170 － － 5,990,870

(項)商工総務費 253,953,782 93,746,040 347,699,822 87,755,170 － － 5,990,870

感染症拡大防止協力金
事業費

(項)工業費 5,357,450 － 5,357,450 － － － －

(項)商工金融費 20,838,246 － 20,838,246 － － － －

288,038,897 93,746,040 381,784,937 87,755,170 － － 5,990,870

－ － － － － － －

288,038,897 93,746,040 381,784,937 87,755,170 － － 5,990,870

（特別会計）

2,833,879 － 2,833,879 － － － －

（一般会計＋特別会計）

290,872,776 93,746,040 384,618,816

（単位：千円）

令和３年度
現計予算額
　　　　Ａ

令和３年度
７月補正
予算

　　　　　Ｂ

計
Ａ+Ｂ

補正予算額の財源内訳

説　　　　明特  定  財  源

一般財源

(款)労働費

(款)商工費

小　　     計

 産業労働局
 ・労働委員会計

中小企業資金会計

 産業労働局
 ・労働委員会合計

使途を指定しない収入

－1－



 

 

【予算に関する説明書（その８） ５頁】 

 

Ⅱ 令和３年度７月補正予算の内容【産業労働局関係】 

 

１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

（飲食店等向け・第13弾／大規模施設等に対する協力金・第４弾） 

 

 ８款 商工費  １項 商工総務費 

  

 感染症拡大防止協力金事業費 

 

(1) 目的 

   まん延防止等重点措置を実施すべき期間が、令和３年８月22日まで延

長されたことに伴う、県からの営業時間の短縮要請に協力していただい

た飲食店等及び大規模施設等を支援する。 

 

(2) 内容 

  ア 飲食店等 

    県からの要請に協力し、まん延防止等重点措置区域（横浜市、 

川崎市、相模原市、厚木市の４市）においては、５時から20時までの

時間短縮営業、その他地域においては、５時から21時までの時間短縮

営業を行う飲食店等に売上高等に応じた協力金を交付する。 

  イ 大規模施設等 

    県からの要請に協力し、まん延防止等重点措置区域（横浜市、 

川崎市、相模原市、厚木市の４市）において、５時から20時又は５時

から21時までの時間短縮営業を行う大規模施設等に、事業規模に応じ

た協力金を交付する。 

 

(3) 予算額  93,746,040千円 
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参考１
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飲食店等に対する協力金（第13弾）について

まん延防止等重点措置区域 その他区域

適用区域 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市 左記以外の県域

要請対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店等

協力金の

交付要件

(7/12～8/22の

42日間）

営業時間 ・営業時間は５時から20時まで ・営業時間は５時から21時まで

酒類の

提供

・７月12日以降、酒類の提供を終日停止(酒

類の店内持込を含む)。

・ただし、７月11日までに、すでに「マス

ク飲食実施店」の認証を受けている店舗又は

認証の申請を行った店舗については、次の条

件を満たした場合に限り、酒類の提供を11

時から19時まで可能とする。

【条件】

①客の滞在時間は90分までに制限・管理

②入店は１組あたり４人以内、又は

同居家族に限る

③「マスク飲食実施店」の認証条件を

満たしていること。

（注）上記①及び②は、酒類を提供する

客に限る

・なお、７月31日までに「マスク飲食実施

店」の認証申請を行った店舗は、その認証申

請を行った翌日以降、上記の条件で酒類の提

供を可能とする。

・申請後の現地確認等で「マスク飲食実施

店」の認証条件を満たしていないことが判明

した場合は、酒類の提供停止を要請するとと

もに、条件を満たしていなかった期間の協力

金を交付しない。

・酒類の提供は11時から20時まで

ただし、次の条件を満たした店舗に限る。

【条件】

①客の滞在時間は90分までに制限・管理

②入店は１組あたり４人以内、又は

同居家族に限る

③感染防止対策基本４項目（アクリル板

等の設置・座席間隔、手指消毒、

マスク飲食の推奨、換気）の遵守

⇒ 取組書への明示

（注）上記①及び②は、酒類を提供する

客に限る

その他の

交付要件

〇飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備の利用を終日停止

〇感染防止対策取組書の掲示 〇マスク飲食の推奨

想定対象店舗数 約26,000店舗 約14,000店舗

予算額 協力金 552億5,520万円 …① 協力金 249億9,000万円…②

協力金の算定方法

＜中小企業＞売上高方式

前(々)年の売上高×0.4

(下限３万円/日、上限10万円/日)

＜大企業＞売上高減少額方式(中小企業も選択可)

前(々)年からの売上高減少額×0.4

（下限なし、上限20万円/日）

＜中小企業＞売上高方式

前(々)年の売上高×0.3

(下限2.5万円/日、上限7.5万円/日)

＜大企業＞売上高減少額方式(中小企業も選択可)

前(々)年からの売上高減少額×0.4

（下限なし、上限は「20万円/日」

又は「前(々)年の売上高×0.3」の

いずれか低い方）

合計 ①＋②＋事務費７億7,579万円＝810億2,099万円

参考２
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参考３
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